
　函館市の29年度の家庭系ごみと事業系ごみをあわせた一般廃棄物の総排出量は10万
8,471tで、市民 1 人 1 日あたりの排出量は1,130gでした。

　市では、「第 3 次函館市一般廃棄物処理基本計画」（計画期間：27年度～36年度）にお
いて、36年度の市民 1 人 1 日あたりの排出量を1,093g以下とする目標を掲げており、目
標の達成に向けて「ごみを出さないライフスタイルの推進」や「ごみの減量化と再使用
に向けた取り組みの推進」などの取り組みを進めています。
　市民や事業所の皆さまには、燃やせるごみの約半分を占める「生
ごみ」の減量化、燃やせるごみに混入している「プラスチック容器
包装」やリサイクル可能な「紙類」の資源化にご協力をお願いします。
お問合せ　環境推進課　☎56︲6694

乾電池の出し方にご注意ください
　「乾電池」は、お住まいの地域の町会館、
市役所および各支所などに持ち込み、設置
している回収箱にそのまま入れてください。
袋や乾電池以外のものは入れないでくださ
い。回収箱の設置場所については、下記に
お問合せください。
お問合せ　清掃事業課　☎51︲5163
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ごみの減量化と資源化に努めましょう
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世 帯 数

　142︐966世帯 　　　( 10増)
人 口
　総数　260︐115人  ⎝183減⎠
　男性　118︐397人   ⎝ 85減⎠
　女性　141︐718人   ⎝ 98減⎠

　平成30年 6 月末現在
　（　）内は前月比

○政治家は、選挙区内の方に答
礼のための自筆によるものを除
き、暑中見舞状などの時候の挨
拶状を出すことが法律で禁じら
れています。
○政治家が選挙区内の方にお金
や物などを贈ることや、有権者
が政治家に寄附を求めることな
ども禁止されています。
　

お問合せ　選挙管理委員会事務局
　　　　　☎21︲3592
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9月号は8月31日㈮
までに配布します
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http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2017040300050/
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012100328/
https://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014012400695/



